
時差出勤を試行中です
より柔軟な働き方の推進、仕事と生活の調和、自己研鑽や地域活動の時

間の確保を図るとともに、業務効率を高め、より質の高い行政サービスを提

供することを目指しています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。（試行期間は、令和8年9月末までの予定です。）

～窓口の開庁時間はそのまま～

勤務区分 8:00 8:30 9:00 9:30 ← コアタイム → 16:45 17:15 17:45 18:15

Ａ勤務 8:00～16:45

通常勤務 8:30～17:15

Ｂ勤務 9:00～17:45

Ｃ勤務 9:30～18:15

お問い合わせ 白石市総務部総務課（電話 22-1331）
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